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「監査の品質管理」に関するアンケート調査結果 
 

第一部 個人会員に対する「監査の品質管理」に関するアンケート調査結果 
 

Ⅰ アンケート実施状況 

 対象者（回答依頼メール発送数）：27,092 

 回答数：3,489（回答率：12.87%） 

 回答期間：平成 28年（2016年）３月 10日〜同年４月８日 

 実施方法：ウェブサイト上での回答 

 

Ⅱ 回答者の属性 

 性別 

 男性 女性 合計 

回答者数 3,095 394 3,489 

％ 88.71 11.29 100 

 

 
 

 年齢 

 25歳
以下 

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 
65歳
以上 

合計 

回答者数 136 432 600 551 558 382 295 214 151 170 3,489 

％ 3.90 12.38 17.20 15.79 15.99 10.95 8.46 6.13 4.33 4.87 100 

 

補足資料Ⅰ 
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 監査実務経験の有無 

 有 無 合計 

回答者数 3,359 130 3,489 

％ 96.27 3.73 100 

 

 

 

 監査実務経験年数 

 5年以下 6-10 11-15 16-20 21年以上 合計 

回答者数 630 859 528 401 941 3,359 

％ 18.76 25.57 15.72 11.94 28.01 100 
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 直近 5年間の公認会計士法上の大会社等の監査業務の実施経験 

 有 無 合計 

回答者数 2,703 656 3,359 

％ 80.47 19.53 100 

 

 

 

 所属監査事務所の組織形態 

 公認会計士事
務所（個人） 

公認会計士共
同事務所 

監査法人 合計 

回答者数 536 24 2,799 3,359 

％ 15.96 0.71 83.33 100 
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 所属監査事務所の社員・所属 CPA・会計士補・公認会計士試験全科目合格者の総数 

 1000人以上 
100人以上 
999人以下 

99人以下 合計 

回答者数 2,083 286 990 3,359 

％ 62.01 8.51 29.47 100 

 

 

 

 

 回答者が自己の監査業務について品質管理レビュー（通常レビュー）をこれまでに受けた回

数 

 0回 １回 ２回 ３回以上 合計 

回答者数 1,503 741 404 711 3,359 

％ 44.75 22.06 12.03 21.17 100 
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 回答者が自己の監査業務について直近に受けた品質管理レビュー（通常レビュー）の年度 

 2015年 
(H27) 

2014年 
(H26) 

2013年 
(H25) 

2012年 
(H24) 

2011年
(H23) 
以前 

受けたこ
とがない 

合計 

回答者数 438 354 274 141 662 1,490 3,359 

％ 13.04 10.54 8.16 4.20 19.71 44.36 100 

 

 
 

 回答者が自己の監査業務について直近に受けた品質管理レビューでの改善勧告事項の有無 

 有 無 合計 

回答者数 675 2,684 3,359 

％ 20.10 79.90 100 
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 品質管理業務に従事した経験 

 現在従事して 
いる 

過去に従事した
ことがある 

従事したことが
ない 

合計 

回答者数 565 390 2,404 3,359 

％ 16.82 11.61 71.57 100 

 

 

 

 公認会計士・監査審査会の検査を受けた経験の有無 

 有 無 合計 

回答者数 677 2,682 3,359 

％ 20.15 79.85 100 
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 監査事務所における回答者の職位 

 業務執行責任
者（パートナ

ー） 

監査総括責任
者（マネジャ
ー・これに準ず

る職位） 

上級会計士（シ
ニア・これに準
ずる職位） 

左記以外 

（その他） 
合計 

回答者数 1,086 770 715 788 3,359 

％ 32.33 22.92 21.29 23.46 100 
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Ⅲ 回答結果 

A1 協会が行う自主規制には下表の取組み（ウェブサイト参照リンク）がありますが、公認会計士法上

の大会社等の監査の品質を確保するために、いずれの取組みが重要であるとお考えですか。重要とお

考えの取組み全てに✔印を入力してください（複数選択可）。また、選択されたうち最も重要とお考

えの取組み一つに✔印を入力してください。 

 自主規制の取組み 
重要 最も重要 

選択者数 割合 選択者数 割合 

1-1 職業規範（倫理規範及び実務指針等）の整備 2,056 58.93 1,024 29.35 

1-2 継続的専門研修（CPE）制度 2,181 62.51 535 15.33 

1-3 品質管理レビュー制度 2,184 62.60 1,457 41.76 

1-4 監査業務審査制度・規律調査制度 1,981 56.78 389 11.15 

1-5 綱紀審査制度 1,626 46.60 205 5.88 

回答該当者数 

（全回答者） 
3,489 (100) 

回答総数 10,028 － 3,610 － 

回答者数 3,192 － 3,115 － 

無回答者数 297 － 374 － 

本設問についてのコメント数 428 

 
【重要】                   【最も重要】 
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A2 監査の品質を確保するために協会が行う自主規制の取組みの在り方について検討する上で重要と

お考えの要因全てに✔印を入力してください（複数選択可）。 

 要因 選択者数 割合 

2-1 不十分な監査に対する社会からの責任追及 1,336 38.29 

2-2 被監査会社のガバナンス 2,105 60.33 

2-3 会計基準の質 904 25.91 

2-4 監査基準の質 1,234 35.37 

2-5 協会の姿勢 1,291 37.00 

2-6 会員の姿勢 2,086 59.79 

2-7 監査報酬 2,585 74.09 

2-8 監査時間（監査スケジュール） 2,767 79.31 

2-9 監査事務所の規模 844 24.19 

回答該当者数 

（全回答者） 
3,489 100 

回答者数 3,452 － 

無回答者数 37 － 

本設問についてのコメント数 451 
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A3 監査業務の質的水準の維持・向上の観点から、監査業務審査会が果たしている機能をどのように評

価していますか。次の選択肢のうち最も当てはまるもの一つに✔印を入力してください。 

 監査業務審査会に対する評価 選択者数 割合 

3-1 基本的に現在のままでよい。 576 31.03 

3-2 様々な問題を抱えており、見直しが必要である。 603 32.49 

3-3 分からない。 664 35.78 

 （無選択（無回答）） 13 0.70 

回答該当者数 

（「業務執行責任者」及び「監査総括責任者」） 
1,856 100 

回答者数 1,843 － 

無回答者数 13 － 

本設問についてのコメント数 351 
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B1 監査品質の改善という観点からみた場合の協会の品質管理レビューと公認会計士・監査審査会によ

る検査の関係について、回答者のお考えに最も近いもの一つに✔印を入力してください。 

（注）現在の公認会計士法においては、協会は、会員の法第２条第１項の業務の運営の状況の調査（品

質管理レビュー）を行い、その結果を公認会計士・監査審査会に報告し（法第 46条の９の２）、公

認会計士・監査審査会は必要かつ適当であると認めたときは報告徴収及び立入検査を行うとされてい

ます（法第 46条の 12・第 49条の 3）。 

 
協会の品質管理レビューと公認会計士・監査審査会 

による検査の関係 
選択者数 割合 

4-1 
協会の品質管理レビューがあれば、公認会計士・監査審査会による

検査は必要ない。 
566 16.54 

4-2 
公認会計士・監査審査会による検査があれば、協会の品質管理レビ

ューは必要ない。 
298 8.71 

4-3 
協会の品質管理レビューと公認会計士・監査審査会による検査はと

もに必要であり、現状のままでよい。 
946 27.64 

4-4 
協会の品質管理レビューと公認会計士・監査審査会による検査はと

もに必要であるが、改善が必要である。 
1,138 33.25 

4-5 
公認会計士・監査審査会による検査を受けている監査事務所には、

特別レビューを除き、通常の品質管理レビューは必要ない。 
475 13.88 

回答該当者数 

（全回答者） 
3,489 － 

回答者数 3,423 100 

無回答者数 66 － 

本設問についてのコメント数 554 
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B2 協会が実施している品質管理レビューは、回答者が所属する監査事務所全体の監査の品質の改善に

どの程度反映されていると思いますか。次の選択肢のうち一つを選択し、✔印を入力してください。 

 監査の品質の改善にとっての品質管理レビューの有効性 選択者数 割合 

5-1 非常に反映されている。 792 23.59 

5-2 反映されている。 1,659 49.42 

5-3 あまり反映されていない。 355 10.57 

5-4 まったく反映されていない。 59 1.76 

5-5 分からない。 492 14.66 

回答該当者数 

（監査実務経験「有」） 
3,359 － 

回答者数 3,357 100 

無回答者数 2 － 

本設問についてのコメント数 383 
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B3 前問で 5-3又は 5-4を選択された方に伺います。その原因は次のいずれにありますか。次の選択肢

のうち一つを選択し、✔印を入力してください。 

 
監査の品質の改善にとって品質管理レビュー 

が有効でない原因 
選択者数 割合 

6-1 監査事務所に原因がある。 82 19.81 

6-2 品質管理レビューに原因がある。 73 17.63 

6-3 監査事務所と品質管理レビューの両方に原因がある。 259 62.56 

回答該当者数 

（設問 B2において 5-3又は 5-4を選択した回答者） 
414 － 

回答者数 414 100 

無回答者数 0 － 

本設問についてのコメント数 119 
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B4 前問で 6-2又は 6-3を選択された方に伺います。品質管理レビューを改善するには次のどれが必要

ですか。該当する項目全てに✔印を入力してください（複数選択可）。また、そのうち最も重要な項

目一つに✔印を入力してください。 

 品質管理レビューの改善項目 
重要 最重要 

選択者数 割合 選択者数 割合 

7-1 

レビューの目的・性質（現状は、指導及び監督

の性格をもったレビュー）について見直し、摘

発・懲戒を旨とすべきである。 

63 18.98 45 13.55 

7-2 
通常レビュー対象（レビューの対象事務所又は

対象監査業務）を拡大すべきである。 
69 20.78 19 5.72 

7-3 

レビュー頻度（現行は、定期的なレビューを原

則として３年サイクルで実施）を増加すべきであ

る。 

53 15.96 14 4.22 

7-4 
レビュー手続・方法（現行の手続・方法）を充

実すべきである。 
127 38.25 108 32.53 

7-5 

レビュー結果の公表は、上場会社監査事務所部

会に登録の事務所で問題のあるケースのみ一定

期間開示する現行の方法を見直すべきである。 

58 17.47 13 3.92 

7-6 
レビュー結果による措置の内容を見直すべき

である。 
95 28.61 38 11.45 

7-7 

レビューした個別業務の監査が著しく不適切

な場合には、レビュー範囲を拡大（通常レビュー

対象ではない監査業務も含めて、その範囲を拡大

してレビューを実施）すべきである。 

92 27.71 46 13.86 

7-8 分からない。 30 9.04 17 5.12 

回答該当者数 

（設問 B3において 6-2又は 6-3を選択した回答者） 
332 (100) 

回答総数 587 － 300 － 

回答者数 247 － 255 － 

無回答者数 85 － 77 － 

本設問についてのコメント数 72 

 

【重要】                    【最重要】 
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B5 品質管理レビューの通常レビューの対象監査事務所の範囲について、どのようにお考えですか。回

答者のお考えに最も近いもの一つに✔印を入力してください。 

（注）現在の通常レビューの対象監査事務所は、公認会計士法上の大会社等及び預金等 1,000億円以

上の信用金庫等の監査を行う監査事務所とされています。 

 通常レビューの対象監査事務所の範囲 選択者数 割合 

8-1 従来どおりでよい。 1,062 57.59 

8-2 縮小すべきである。 219 11.88 

8-3 拡大すべきである。 373 20.23 

8-4 その他の考え方を模索すべきである。 190 10.30 

回答該当者数 

（「業務執行責任者」及び「監査総括責任者」） 
1,856 － 

回答者数 1,844 100 

無回答者数 12 － 

本設問についてのコメント数 183 
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C1 監査の品質に影響を与える要因の一つとして、監査時間の絶対的な量があると思われます。一般的

に、監査時間は十分に確保されているとお考えですか。次の選択肢のうちから一つを選択し、✔印を

入力してください。 

 監査時間の十分性 選択者数 割合 

9-1 
十分な監査時間が確保されている（余裕をもって監査を終えるこ

とができた）。 
71 2.14 

9-2 必要最低限の監査時間は確保されている。 1,351 40.77 

9-3 監査時間は不十分である。 1,892 57.09 

回答該当者数 

（監査実務経験「有」） 
3,359 － 

回答者数 3,314 100 

無回答者数 45 － 

本設問についてのコメント数 786 
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C2 回答者の監査事務所において適用されている監査手続に関して、特に事業上のリスク（継続企業の

前提に関するリスクは含まない）の理解について何か課題を認識していますか。次の選択肢のうちい

ずれかに✔印を入力してください。 

 事業上のリスクの理解に係る課題 選択者数 割合 

10-1 有 1,091 33.12 

10-2 無 2,203 66.88 

回答該当者数 

（監査実務経験「有」） 
3,359 － 

回答者数 3,294 100 

無回答者数 65 － 

本設問についてのコメント数 487 
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C3 回答者の監査事務所において適用されている監査手続に関して、特に事業上のリスクの評価と監査

時間・資源の配分についての考え方は、次のどれに近いですか。最も近い考え方一つに✔印を入力し

てください。 

 
事業上のリスクの評価と監査時間・資源の配分 

についての考え方 
選択者数 割合 

11-1 

事業上のリスクの評価に基づき、財務諸表の虚偽表示リスク

が高いと判断された項目については、期中・期末監査を通じて

集中的に監査時間・資源を投入する。他方、虚偽表示リスクが

低いと判断された項目については、監査時間・資源を投入しな

いこともある。 

615 18.88 

11-2 

事業上のリスクの評価に基づき、財務諸表の虚偽表示リスク

が高いと判断された項目については、多くの監査時間・資源を

投入するが、同時に虚偽表示リスクが低いと判断された項目に

ついての監査にも最低限の監査時間・資源を投入し、全体とし

て目を配っている。 

2,125 65.24 

11-3 

事業上のリスクの評価よりも、財務諸表項目の重要性を判断

し、全体として、重要性の大きな項目の実証手続に監査時間・

資源を多く配分している。 

517 15.87 

回答該当者数 

（監査実務経験「有」） 
3,359 － 

回答者数 3,257 100 

無回答者数 102 － 

本設問についてのコメント数 222 
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C4 回答者の監査事務所において適用されている監査手続に関して、特に期中と期末の実証手続に対す

る監査時間・資源の配分についてのお考えは、次のどれに近いですか。最も近いお考え一つに✔印を

入力してください。 

 
期中と期末の実証手続に対する監査時間・資源の配分 

についての考え方 
選択者数 割合 

12-1 

期中においては、財務諸表項目の実証手続にも監査時間・資源

を割り当てるとともに、期末においては、虚偽表示リスクが大き

く、金額的重要性の大きい項目の実証手続に重点的に監査時間・

資源を投入する。 

891 27.40 

12-2 

期中においては、虚偽表示リスクが大きく、金額的重要性の大

きい項目の実証手続に重点的に監査時間・資源を投入するが、期

末においては、財務諸表項目全体の実証手続に監査時間・資源を

配分し、見落としのないようにする。 

1,413 43.45 

12-3 

期中においても、期末においても、虚偽表示リスクが大きく、

金額的重要性の大きい項目の実証手続に重点的に監査時間・資源

を投入する。 

948 29.15 

回答該当者数 

（監査実務経験「有」） 
3,359 － 

回答者数 3,252 100 

無回答者数 107 － 

本設問についてのコメント数 136 
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C5 重要な虚偽表示リスクの高い監査項目に関する監査手続の実態はどの状況に近いですか。次の項目

のそれぞれについて、該当するものに✔印を入力してください。 

※ご回答に当たっては特定の監査項目を念頭にご回答ください。また、選択された監査項目は下の欄

に必ずご入力ください。 

 重要な虚偽表示リスクの高い監査項目に関する監査手続の実態 
 

回答欄 

13-1 

監査手続の傾向  aに

該当 

どちら

かと言

えば a

に近い 

どちら

かと言

えばｂ

に近い 

ｂに

該当 

a.標準的な監査手続書等を用いて網羅的に実施する。  

b.リスク評価に応じた監査手続書等を用いて実施する。  

13-2 

リスク評価の方法  aに

該当 

どちら

かと言

えば a

に近い 

どちら

かと言

えばｂ

に近い 

ｂに

該当 

a.様々な分析的手続によるリスク評価を重視する。  

b.期中の取引について企業の担当者への質問とその他の手続を

実施するリスク評価を重視する。 
 

13-3 

監査アプローチの選択  aに

該当 

どちら

かと言

えば a

に近い 

どちら

かと言

えばｂ

に近い 

ｂに

該当 

a.内部統制にできるだけ依拠するアプローチ  

b.実証手続を重視するアプローチ  

13-4 

実証手続の方法  aに

該当 

どちら

かと言

えば a

に近い 

どちら

かと言

えばｂ

に近い 

ｂに

該当 

a.分析的実証手続をできるだけ多用する。  

b.詳細テストを重視する。  

13-5 詳細テストのサンプルサイズの適切さ 
 不足

して

いる 

適切 多すぎ

る 

分か

らな

い 

 

 
aに該当 

どちらかと言

えば a 

どちらかと言

えば b 
bに該当 

回答該当

者数 

（監査実

務経験

「有」） 回答者数 

無回答者

数 

選択

者数 
割合 

選択

者数 
割合 

選択

者数 
割合 

選択

者数 
割合 

13−1 369 11.43 853 26.43 1,358 42.07 648 20.07 3,359 3,228 131 

13−2 334 10.40 1,022 31.84 1,581 49.25 273 8.50 3,359 3,210 149 

13−3 364 11.30 1,157 35.93 1,367 42.45 332 10.31 3,359 3,220 139 

13−4 138 4.29 746 23.19 1,687 52.44 646 20.08 3,359 3,217 142 
 

 

 

不足している 適切 多すぎる 分からない 
回答該当

者数 

（監査実

務経験

「有」） 回答者数 

無回答者

数 

選択

者数 
割合 

選択

者数 
割合 

選択

者数 
割合 

選択

者数 
割合 

13−5 251 7.79 1,464 45.42 1,047 32.49 461 14.30 3,359 3,223 136 
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本設問についてのコメント数 144 

【13-1】                   【13-2】 

  
 
【13-3】                   【13-4】 

  

 

【13-5】 
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C6 回答者の監査事務所における監査の品質管理に関する方針及び手続の見直し・改善は、何を契機に

行われていますか。次の選択肢のうち当てはまるもの全てに✔印を入力してください（複数選択可）。 

 契  機 選択者数 割合 

14-1 監査基準・監査基準委員会報告書等が改訂された場合 2,410 71.75 

14-2 
監査事務所外部の品質管理レビュー又は検査によって問題が指

摘された場合 
2,617 77.91 

14-3 
監査事務所内部での問題提起や監視（定期的な検証等）によっ

て問題が指摘された場合 
2,139 63.68 

14-4 他の監査事務所に対する業務改善命令がなされた場合 1,394 41.50 

14-5 会長が監査の品質に関する声明を発した場合 1,647 49.03 

回答該当者数 

（監査実務経験「有」） 
3,359 100 

回答者数 3,200 － 

無回答者数 159 － 

本設問についてのコメント数 93 
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C7 監査手続の結果、明らかな齟齬や矛盾ではないが、疑わしいあるいは不自然な説明等を会社側から

受け、その内容に完全には納得できない状況に直面した場合、監査調書についてどのように対応して

いますか。次の選択肢のうち最も近いもの一つを選択し、✔印を入力してください。 

 監査調書の記録 選択者数 割合 

15-1 その状況を監査調書に記載するだけに留める。 126 3.92 

15-2 

齟齬や矛盾あるいは不一致という形で明らかな場合は監査調書に

記載するが、そうでない場合には監査調書には記載せず、問題は検

出されなかったとの結論で監査調書をまとめる。 

270 8.41 

15-3 
自分で判断し、上位者に報告した方が良いと思う事項については、

監査調書に記載する。 
344 10.71 

15-4 
上位者に報告し、指示に応じた手続を実施したうえで、監査調書

に記載する。 
2,472 76.96 

回答該当者数 

（監査実務経験「有」） 
3,359 － 

回答者数 3,212 100 

無回答者数 147 － 

本設問についてのコメント数 198 
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C8 監査調書の査閲についてお伺いします。次の選択肢のうち当てはまるもの全てを選択し、✔印を入

力してください（複数選択可）。  

 監査調書の査閲 選択者数 割合 

16-1 監査調書の査閲は適時に行われている。 1,640 48.82 

16-2 監査調書の査閲には十分な時間がかけられている。 767 22.83 

16-3 監査調書の査閲の結果、適宜監査手続の追加が指示されている。 1,673 49.81 

16-4 上記のいずれも当てはまらない。 638 18.99 

回答該当者数 

（監査実務経験「有」） 
3,359 100 

回答者数 3,231 － 

無回答者数 128 － 

本設問についてのコメント数 307 
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C9 監査事務所の組織文化についてお伺いします。次の項目のそれぞれについて、該当するものに✔印

を入力してください。 

 監査事務所の組織文化  回答欄 

17-1 

監査チームと被監査会社（経理スタッ

フ）との間の風通しの重要性を強調する文

化がある。 

 

全くそう

思う。 

どちらかと

言えばそう

思う。 

どちらかと

言えばそう

思わない。 

全くそ

う思わ

ない。 

17-2 監査の効率性を重視する文化がある。 
 全くそう

思う。 

どちらかと

言えばそう

思う。 

どちらかと

言えばそう

思わない。 

全くそ

う思わ

ない。 

17-3 
不十分な監査・不誠実な監査は許されな

いことを強調する文化がある。 

 全くそう

思う。 

どちらかと

言えばそう

思う。 

どちらかと

言えばそう

思わない。 

全くそ

う思わ

ない。 

17-4 

トップが監査の品質の重要性を強調す

るメッセージを出すなど、監査の品質を特

に重視する文化がある。 

 全くそう

思う。 

どちらかと

言えばそう

思う。 

どちらかと

言えばそう

思わない。 

全くそ

う思わ

ない。 
 

 

全くそう思う 
どちらかと言

えばそう思う 

どちらかと言

えばそう思わ

ない 

全くそう思わ

ない 

回答該当

者数 

（監査実

務経験

「有」） 

回答者

数 

無回答

者数 

選択

者数 
割合 

選択

者数 
割合 

選択

者数 割合 

選択

者数 
割合 

17−1 587 18.26 1,986 61.77 512 15.93 130 4.04 3,359 3,215 144 

17−2 285 8.87 1,631 50.78 1,049 32.66 247 7.69 3,359 3,212 147 

17−3 1,091 33.95 1,684 52.40 344 10.70 95 2.96 3,359 3,214 145 

17−4 1,193 36.95 1,594 49.37 342 10.59 100 3.10 3,359 3,229 130 

 

本設問についてのコメント数 172 

 

 

【17−1】                   【17−2】 
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【17−3】                   【17−4】 
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C10 監査実務では監査手続書の利用が一般化していますが、回答者は、監査手続書についてどのよう

に感じていますか。次の選択肢のうち一つを選択し、✔印を入力してください。 

 監査手続書を利用した監査手続の実施について 選択者数 割合 

18-1 
監査手続書には全く問題なく、それに基づいた監査手続は有効

であると考えている。 
924 28.80 

18-2 
監査手続書の指示内容の適否を考えることなく、その指示を消

化するようにしている。 
310 9.66 

18-3 
毎年度、監査手続書は見直しておらず、基本的には、ほとんど

同一の監査手続書が踏襲されており、問題であると感じている。 
863 26.90 

18-4 

毎年度、監査手続書を見直しており、監査手続書によって指示

されているので、必要とは思われない監査手続や過度の証憑突合

であっても実施している。 

842 26.25 

18-5 上記以外のその他の問題がある。 269 8.39 

回答該当者数 

（監査実務経験「有」） 
3,359 － 

回答者数 3,208 100 

無回答者数 151 － 

本設問についてのコメント数 316 
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C11 監査事務所内の人事評価についてお伺いします。人事評価の基準で重視されていると回答者がお

考えの基準全てに✔印を入力してください（複数選択可）。また、そのうち最も重視されているとお

考えの基準一つに✔印を入力してください。 

 監査事務所内の人事評価の基準 
重視 最も重視 

選択者数 割合 選択者数 割合 

19-1 質の高い監査業務の提供 1,600 47.63 1,241 36.95 

19-2 新規契約の受嘱（非監査業務契約を含む） 1,306 38.88 480 14.29 

19-3 既存の監査契約の維持 1,207 35.93 211 6.28 

19-4 虚偽表示の発見又は虚偽表示の疑いの提起 870 25.90 188 5.60 

19-5 下位者に対する OJTでの指導 1,210 36.02 106 3.16 

19-6 予定監査時間内での監査実施 1,178 35.07 192 5.72 

19-7 チャージ時間数 1,000 29.77 176 5.24 

19-8 監査事務所の管理業務への従事状況 969 28.85 121 3.60 

19-9 専門能力の向上 1,485 44.21 267 7.95 

19−10 
人事評価の基準として何が重視されているか分か

らない 
516 15.36 447 13.31 

回答該当者数 

（監査実務経験「有」） 
3,359 (100) 

回答総数 11,341 － 3,429 － 

回答者数 2,934 － 2,809 － 

無回答者数 425 － 550 － 

本設問についてのコメント数 277 

 

【重視】                   【最も重視】 
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C12 監査チーム内の指揮・命令・風通しについてお伺いします。次の選択肢のうち当てはまる状態全

てに✔印を入力してください（複数選択可）。 

 監査チーム内の指揮・命令・風通しの状態 選択者数 割合 

20-1 監査チーム内には上位者にものを言える状況はない。 219 6.52 

20-2 監査チーム内での連絡は形式的なものに止まる。 347 10.33 

20-3 監査チーム内での十分な討議はされない。 332 9.88 

20-4 
監査チームでは監査で発見した問題点を公式・非公式を問わず気

軽に話し合う雰囲気がある。 
2,488 74.07 

20-5 
監査責任者の統率力又は指導力に疑義を持った場合、相談できる

経路が用意されている。 
849 25.28 

回答該当者数 

（監査実務経験「有」） 
3,359 100 

回答者数 3,162 － 

無回答者数 197 － 

本設問についてのコメント数 173 

 

 

 
 

 

その他のコメント数 434 
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第二部 監査事務所に対する「監査の品質管理」に関するアンケート調査結果 
 

 

Ｉ アンケート実施状況 

対象者（発送事務所数）：208  

回答数：151（回答率：72.59%） 

回答期間：平成 28年（2016年）３月 10日～同年４月８日 

実施方法：電子メールを通じた質問票 Excelファイルの発信・返信 

 

（参考：前回 平成 24年（2012年）12月調査） 

発送事務所数：247（電子メール：173、郵送：74） 

回答数：149（回答率：60.32%） 

回答期間：平成 24年（2012年）12月２日～平成 25年（2013年）１月８日 

実施方法：電子メール・郵送を通じた質問票 Excelファイルの発信、電子メール・FAX・郵送によ

る返信 

 

Ⅱ 回答者の属性 

１．監査事務所の組織形態 

調査年 監査法人 共同事務所 個人事務所 

合計 
(上段：件数 

下段： ％ ) 

H28（2016） 116 6 27 149 

 77.85 4.03 18.12 100 

H24（2012） 102 9 36 147 

 

69.39 6.12 24.49 100 

※無回答者数 H24（2012）２件、H28（2016）２件 

 

２．上場会社監査事務所部会 

調査年 

上場会社 

事務所名簿に 

登録有 

準登録事務所

名簿に登録有 登録なし 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 112 6 29 147 

 

76.19 4.08 19.73 100 

H24（2012） 100 6 41 147 

 

68.03 4.08 27.89 100 

※無回答者数 H24（2012）２件、H28（2016）４件 

 

３．法人設立後年数（個人の場合は開業登録の年数、共同事務所の場合は代表者の開業登録の年数） 

調査年 10年超 10年以内 5年以内 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 100 45 3 148 

 

67.57 30.41 2.03 100 

H24（2012） 98 28 21 147 

 

66.67 19.05 14.29 100 

※無回答者数 H24（2012）２件、H28（2016）３件  
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４．大会社等（一定規模以上の信金等を含む）との監査契約数 

調査年 100社超 100社以下 50社以下 10社以下 5社以下 3社以下 1社 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 5 5 10 26 13 39 49 147 

 

3.40 3.40 6.80 17.69 8.84 26.53 33.33 100 

H24（2012） 4 2 14 24 18 28 56 146 

 

2.74 1.37 9.59 16.44 12.33 19.18 38.36 100 

※無回答者数 H24（2012）３件、H28（2016）４件 

 

５．通常レビューを受けた回数 

調査年 3回以上 2回 1回 0回 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 106 25 14 4 149 

 

71.14 16.78 9.40 2.68 100 

H24（2012） 77 22 41 6 146 

 

52.74 15.07 28.08 4.11 100 

※無回答者数 H24（2012）３件、H28（2016）２件 

 

６．レビューの結論（直近５年以内） 

調査年 限定事項なし 限定事項あり 

合計 
 (上段：件数 

   下段： ％ ) 

H28（2016） 130 15 145 

 

89.66 10.34 100 

H24（2012） 105 33 138 

 

76.09 23.91 100 

※無回答者数 H24（2012）11件、H28（2016）６件 
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Ⅲ 回答結果 

 

１．現在の品質管理レビュー（以下「レビュー」という。）制度に対する評価 

現在のレビュー制度に関する評価についてお伺いします。ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入く

ださい。 

 
 

（１）レビュー制度の改善の要否についての評価 

1−1 
H28（2016）・

H24（2012） 

現状の品質管理レビュー制度は、十分に機能（監査事務所の品質管理の改善・向上

に貢献）しており、改善の必要はない。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

下段： ％ ) 

H28（2016） 24 86 38 3 151 

 

15.89 56.95 25.17 1.99 100 

H24（2012） 36 74 33 4 147 

 

24.49 50.34 22.45 2.72 100 

※無回答者数 H24（2012）２件、H28（2016）０件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a 全くそう思う  b どちらかと言えばそう思う  c どちらかと言えばそう思わない  d 全くそう思わない

現在のレビュー制度に関する評価についてお伺いします。ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入ください。

１．現在の品質管理レビュー（以下「レビュー」という。）制度に対する評価
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（２）貴監査事務所が経験されたレビューの評価（レビューの経験がない場合は２．にお進みください） 

1-2 レビューを受けた結果、監査の品質管理の問題点及び必要な改善点が明らかになった。 

1-3 
レビューを受けた結果、監査の品質管理の問題点及び必要な改善点が明らかになったのみならず、

監査の品質管理のシステムの整備・運用が向上した。 

1-4 レビューは形式的なチェックに終始しており、指導性が発揮されていない。 

1-5 レビューによる指導は、監査事務所の期待に応えている。 

 

 

1−2 
H28（2016）・

H24（2012） 
レビューを受けた結果、監査の品質管理の問題点及び必要な改善点が明らかになった。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

下段： ％ ) 

H28（2016） 74 67 5 0 146 

 

50.68 45.89 3.42 0.00 100 

H24（2012） 65 71 5 1 142 

 

45.77 50.00 3.52 0.70 100 

※無回答者数 H24（2012）７件、H28（2016）５件 
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1−3 
H28（2016）・

H24（2012） 

レビューを受けた結果、監査の品質管理の問題点及び必要な改善点が明らかになったの

みならず、監査の品質管理のシステムの整備・運用が向上した。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 63 72 9 2 146 

 

43.15 49.32 6.16 1.37 100 

H24（2012） 59 72 10 2 143 

 

41.26 50.35 6.99 1.40 100 

※無回答者数 H24（2012）６件、H28（2016）５件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1−4 
H28（2016）・

H24（2012） 
レビューは形式的なチェックに終始しており、指導性が発揮されていない。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 5 27 71 42 145 

 

3.45 18.62 48.97 28.97 100 

H24（2012） 6 24 62 51 143 

 

4.20 16.78 43.36 35.66 100 

※無回答者数 H24（2012）６件、H28（2016）６件 
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1−5 
H28（2016）・

H24（2012） 
レビューによる指導は、監査事務所の期待に応えている。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 30 78 32 5 145 

 

20.69 53.79 22.07 3.45 100 

H24（2012） 28 84 22 8 142 

 

19.72 59.15 15.49 5.63 100 

※無回答者数 H24（2012）７件、H28（2016）６件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．に関するコメント数 37 
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２．レビュー制度の見直しの必要性 

レビュー制度の見直しの必要性についてお伺いします。現在の公認会計士法においては、協会は、会員の

法第２条第１項の業務の運営の状況の調査（品質管理レビュー）を行い、その結果を公認会計士・監査審査

会に報告し（法第 46 条の９の２）、公認会計士・監査審査会は必要かつ適当であると認めたときは報告徴収

及び立入検査を行うとされています（法第 46条の 12・第 49条の３）。 

設問それぞれについて、ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入ください。 

 

2-1 公認会計士・監査審査会の検査と協会のレビューという現行の体制の維持が必要である。 

2-2 監査事務所の品質管理の確認は協会のレビューのみで行うべきである。 

2-3 監査事務所の品質管理の確認は公認会計士・監査審査会の検査だけで十分である。 

 

 

2−1 
H28（2016） 公認会計士・監査審査会の検査と協会のレビューという現行の体制の維持が必要である。 

H24（2012） 
公認会計士・監査審査会の検査と協会のレビューという現行の二重のチェック体制の維持

が必要である。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 29 57 41 22 149 

 

19.46 38.26 27.52 14.77 100 

H24（2012） 17 31 54 47 149 

 

11.41 20.81 36.24 31.54 100 

※無回答者数 H24（2012）０件、H28（2016）２件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7-1
通常レビューについては、個別の監査業務よりも、むしろ監査事務所としての品質管理のシステム
の整備と運用に更に重点をおいたレビューを行うようにすべきである。 　

7-2
特別レビューを実施する場合、①通常レビューと同内容のレビュー、②監査事務所の品質管理のシ
ステムの整備・運用のレビュー、③特定の個別監査業務のレビュー、④特定の監査項目に対するレ
ビューなど、社会からの期待に応じて、その時々において必要なレビューを実施すべきである。

　

7-3
レビュー方法についても多様化を図り、現行の監査事務所に赴いて行う直接方式のレビューだけで
なく、例えば、間接方式によるレビュー（品質管理の状況に関する質問書の回答の提出を受けてそ
の回答書をレビューする）等もレビューの範疇とすべきである。

　

７．レビュー手続・方法

レビュー手続・方法についてお伺いします。現状では、通常レビューは、原則として監査事務所の品質管理を１週間、選定し
た個別の監査業務の品質管理を１業務につき１週間で実施しています。なお、SMOにおいては、監査事務所を単位又は業務執
行社員等の個人を単位として、そのいずれかに対してレビューを実施することが義務づけられています。設問それぞれについ
て、ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入ください。

a 全くそう思う  b どちらかと言えばそう思う  c どちらかと言えばそう思わない  d 全くそう思わない

設問3-4で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。
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2−2 
H28（2016） 監査事務所の品質管理の確認は協会のレビューのみで行うべきである。 

H24（2012） レビューは協会の自主規制のみで行うべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 48 32 56 14 150 

 

32.00 21.33 37.33 9.33 100 

H24（2012） 65 51 27 5 148 

 

43.92 34.46 18.24 3.38 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2−3 
H28（2016） 監査事務所の品質管理の確認は公認会計士・監査審査会の検査だけで十分である。 

H24（2012） （設問なし） 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 2 7 52 87 148 

 

1.35 4.73 35.14 58.78 100 

H24（2012） - - - - - 

 

- - - - - 

※無回答者数 H28（2016）３件 
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２．に関するコメント数 33 

３．見直すべき事項 

現状のレビュー制度について見直すべき事項をお伺いします。設問それぞれについて、ａ～dのうち一つ

を選択し、回答欄にご記入ください。 

なお、設問 3-1は設問４、設問 3-2は設問５、設問 3-3は設問６、設問 3-4は設問７、設問 3-5は設問８、

設問 3-6は設問９にそれぞれ具体的な設問があります。 

 

3-1 
レビューの目的・性質（現状は、指導及び監督の性格をもったレビュー）について見直し、摘発・

懲戒を旨とすべきである。 

3-2 通常レビュー対象（レビューの対象事務所又は対象監査業務）を拡大すべきである。 

3-3 レビュー頻度（現行は、定期的なレビューを原則として３年サイクルで実施）を増加すべきである。 

3-4 レビュー手続・方法（現行の手続・方法）を充実すべきである。 

3-5 
レビュー結果の公表は、現行のように、上場会社監査事務所部会に登録の事務所で問題のあるケー

スのみ一定期間の開示にとどめるべきである。 

3-6 レビュー結果による措置の内容を見直すべきである。 

3-7 
レビューした個別業務の監査が著しく不適切な場合には、レビュー範囲の拡大（通常レビュー対象

ではない監査業務も含めて、その範囲を拡大してレビューを実施）をすべきである。 

 

 

3−1 
H28（2016） 

レビューの目的・性質（現状は、指導及び監督の性格をもったレビュー）について見直

し、摘発・懲戒を旨とすべきである。 

H24（2012） 
レビューの目的・性質（現状は、指導性を目的としたレビュー）について見直すべきで

ある。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 2 9 48 92 151 

 

1.32 5.96 31.79 60.93 100 

H24（2012） 2 23 80 43 148 

 

1.35 15.54 54.05 29.05 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）０件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1
レビューの目的・性質（現状は、指導及び監督の性格をもったレビュー）について見直し、摘発・
懲戒を旨とすべきである。 　

3-2 通常レビュー対象（レビューの対象事務所又は対象監査業務）を拡大すべきである。 　
3-3

レビュー頻度（現行は、定期的なレビューを原則として３年サイクルで実施）を増加すべきであ
る。 　

3-4 レビュー手続・方法（現行の手続・方法）を充実すべきである。 　
3-5

レビュー結果の公表は、現行のように、上場会社監査事務所部会に登録の事務所で問題のあるケー
スのみ一定期間の開示にとどめるべきである。 　

3-6 レビュー結果による措置の内容を見直すべきである。 　

3-7
レビューした個別業務の監査が著しく不適切な場合には、レビュー範囲の拡大（通常レビュー対象
ではない監査業務も含めて、その範囲を拡大してレビューを実施）をすべきである。 　

３．見直すべき事項

現状のレビュー制度について見直すべき事項をお伺いします。設問それぞれについて、ａ～dのうち一つを選択し、回答欄に
ご記入ください。

なお、設問3-1は設問４、設問3-2は設問５、設問3-3は設問６、設問3-4は設問７、設問3-5は設問８、設問3-6は設問９にそれ
ぞれ具体的な設問があります。

a 全くそう思う  b どちらかと言えばそう思う  c どちらかと言えばそう思わない  d 全くそう思わない
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3−2 
H28（2016） 通常レビュー対象（レビューの対象事務所又は対象監査業務）を拡大すべきである。 

H24（2012） 
レビュー対象（レビューの対象事務所または対象監査業務の拡大 or 縮小）について見

直すべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 8 21 70 52 151 

 

5.30 13.91 46.36 34.44 100 

H24（2012） 21 52 60 16 149 

 

14.09 34.90 40.27 10.74 100 

※無回答者数 H24（2012）０件、H28（2016）０件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3−3 
H28（2016） 

レビュー頻度（現行は、定期的なレビューを原則として３年サイクルで実施）を増加す

べきである。 

H24（2012） 
レビュー頻度（現行は、定期的なレビューを原則として３年サイクルで実施）について

見直すべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 1 3 73 74 151 

 

0.66 1.99 48.34 49.01 100 

H24（2012） 22 44 58 24 148 

 

14.86 29.73 39.19 16.22 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）０件 
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3−4 
H28（2016） レビュー手続・方法（現行の手続・方法）を充実すべきである。 

H24（2012） レビュー手続・方法（現行の手続・方法を充実 or簡素化）について見直すべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 11 58 59 22 150 

 

7.33 38.67 39.33 14.67 100 

H24（2012） 18 67 52 12 149 

 

12.08 44.97 34.90 8.05 100 

※無回答者数 H24（2012）０件、H28（2016）１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3−5 

H28（2016） 
レビュー結果の公表は、現行のように、上場会社監査事務所部会に登録の事務所で問題

のあるケースのみ一定期間の開示にとどめるべきである。 

H24（2012） 
レビュー結果の公表のあり方（現行は、上場会社監査事務所部会に登録の事務所で問題

のあるケースのみ一定期間の開示）について見直すべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 34 79 30 7 150 

 

22.67 52.67 20.00 4.67 100 

H24（2012） 3 20 88 37 148 

 

2.03 13.51 59.46 25.00 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）１件 
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3−6 
H28（2016） レビュー結果による措置の内容を見直すべきである。 

H24（2012） 
レビュー結果による措置の内容（措置については、上場会社監査事務所部会に登録の事

務所が対象となっている。）を見直すべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 4 35 97 14 150 

 

2.67 23.33 64.67 9.33 100 

H24（2012） 5 25 85 33 148 

 

3.38 16.89 57.43 22.30 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）１件 
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3−7 

H28（2016） 

レビューした個別業務の監査が著しく不適切な場合には、レビュー範囲の拡大（通常レビ

ュー対象ではない監査業務も含めて、その範囲を拡大してレビューを実施）をすべきであ

る。 

H24（2012） 

レビューした個別業務の監査が著しく不適切な場合には、レビュー範囲の拡大（レビュー

対象ではない監査業務も含めて、その範囲を拡大してレビューを実施）を検討すべきであ

る。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 31 84 25 10 150 

 

20.67 56.00 16.67 6.67 100 

H24（2012） 27 66 43 13 149 

 

18.12 44.30 28.86 8.72 100 

※無回答者数 H24（2012）０件、H28（2016）１件 

 

   
 

 

３．に関するコメント数 30 
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４．レビューの目的・性質 

レビューの目的・性質についてお伺いします。設問それぞれについて、ａ～d のうち一つを選択し、回答

欄にご記入ください。 

設問 3-1で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。 

 

4-1 
レビューの目的は、よりよい品質管理を達成するために不十分な点を改善することにあるから、レ

ビューは指導性を旨とすべきである。 

4-2 

レビューの導入期においては、指導的又は教育的性格を有するものであったが、その後の制度改正

の結果、現在の会則(第 122条第３項)では、「指導及び監督の性格を有するものであり、これを摘

発又は懲戒を目的とするものと解してはならない」と規定しており、これを今後もレビューの目的

とすべきである。 

4-3 

レビューの目的は、適切かつ十分な監査の品質を確保することにあり、協会はこのための自主規制

機関である。レビューは、不適切・不十分な品質管理を摘発又は懲戒することを目的とすべきであ

る。 

 

 

4−1 
H28（2016）・

H24（2012） 

レビューの目的は、よりよい品質管理を達成するために不十分な点を改善することにあ

るから、レビューは指導性を旨とすべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 69 57 21 3 150 

 

46.00 38.00 14.00 2.00 100 

H24（2012） 70 75 2 0 147 

 

47.62 51.02 1.36 0.00 100 

※無回答者数 H24（2012）２件、H28（2016）１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4-1
レビューの目的は、よりよい品質管理を達成するために不十分な点を改善することにあるから、レ
ビューは指導性を旨とすべきである。 　

4-2

レビューの導入期においては、指導的又は教育的性格を有するものであったが、その後の制度改正
の結果、現在の会則(第122条第３項)では、「指導及び監督の性格を有するものであり、これを摘
発又は懲戒を目的とするものと解してはならない」と規定しており、これを今後もレビューの目的
とすべきである。

　

4-3
レビューの目的は、適切かつ十分な監査の品質を確保することにあり、協会はこのための自主規制
機関である。レビューは、不適切・不十分な品質管理を摘発又は懲戒することを目的とすべきであ
る。

　

４．レビューの目的・性質

レビューの目的・性質についてお伺いします。設問それぞれについて、ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入くださ
い。

設問3-1で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。

a 全くそう思う  b どちらかと言えばそう思う  c どちらかと言えばそう思わない  d 全くそう思わない
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4−2 

H28（2016） 

レビューの導入期においては、指導的又は教育的性格を有するものであったが、その後の

制度改正の結果、現在の会則(第 122条第３項)では、「指導及び監督の性格を有するもの

であり、これを摘発又は懲戒を目的とするものと解してはならない」と規定しており、

これを今後もレビューの目的とすべきである。 

H24（2012） 

レビューの導入期においては、指導的又は教育的性格を有するものであったが、現在の会

則では教育的性格の文言を削除し、指導的性格としている。今後は、１歩進めて監視・

監督的な意味合いを強めるべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 63 64 19 4 150 

 

42.00 42.67 12.67 2.67 100 

H24（2012） 3 15 73 56 147 

 

2.04 10.20 49.66 38.10 100 

※無回答者数 H24（2012）２件、H28（2016）１件 
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4−3 

H28（2016） 

レビューの目的は、適切かつ十分な監査の品質を確保することにあり、協会はこのための

自主規制機関である。レビューは、不適切・不十分な品質管理を摘発又は懲戒することを

目的とすべきである。 

H24（2012） 

レビューの目的は、適切かつ十分な監査の品質を確保することにあり、協会はこのための

自主規制機関である。レビューは、不適切・不十分な品質管理を摘発することを目的とす

べきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 1 14 61 74 150 

 

0.67 9.33 40.67 49.33 100 

H24（2012） 8 25 62 53 148 

 

5.41 16.89 41.89 35.81 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）１件 

 

   
 

 

４．に関するコメント数 28 
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５．レビュー対象 

レビュー対象についてお伺いします。公認会計士法第 46条の９の２において、「協会は、会員の第２条第

１項の業務の運営の状況の調査を行うものとする。」とされており、また、International Federation of 

Accountants（IFAC：国際会計士連盟）の Statements of Membership Obligations（SMO：加盟団体の遵守す

べき義務に関するステートメント（2012年 11月公表）。以下「SMO」という。）において、原則として財務諸

表監査を行う監査事務所をレビュー範囲に含めなければならないとされていることから、現状のレビューの

対象は、「監査業務に係る契約を締結している全ての監査事務所を対象として実施。ただし、その中核は上場

会社を初めとする公認会計士法上の大会社等及び預金等 1,000億円以上の信用金庫等の監査を行う監査事務

所を対象として、原則として３年に一度（大手監査法人は２年に一度）の頻度で実施」となっています。現

行の通常レビュー対象以外にも、例えばファンドなど、利害関係者が多く含まれる監査業務があります。設

問それぞれについて、ａ～ｄのうち一つを選択し、回答欄にご記入ください。 

設問 3-2で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。 

 

5-1 

レビューが社会からの期待に応えるためには、通常レビューの対象業務をさらに拡大し、公認会計

士法第２条第１項で規定する財務書類の監査又は証明の業務（具体的には、法定監査関係書類等提

出規則に基づき監査概要書の写し又は監査実施報告書の提出が義務付けられている監査業務）と

し、当該監査業務を行う監査事務所全ての通常レビューを必須とすべきである。 

5-2 

レビュー対象（監査事務所及び個別業務）を拡大する場合には、一律のレビューを行うのではなく、

レビューの実効性、効率性等の観点から、レビューの頻度、方法、手続等について、複数の手法を

検討すべきである。 

5-3 
社会的に影響の大きい上場会社の監査の品質管理が重要であり、通常レビュー対象の拡大よりも上

場会社監査事務所部会にリソースを注力したレビューを行うべきである。 

  

7-1
通常レビューについては、個別の監査業務よりも、むしろ監査事務所としての品質管理のシステム
の整備と運用に更に重点をおいたレビューを行うようにすべきである。 　

7-2
特別レビューを実施する場合、①通常レビューと同内容のレビュー、②監査事務所の品質管理のシ
ステムの整備・運用のレビュー、③特定の個別監査業務のレビュー、④特定の監査項目に対するレ
ビューなど、社会からの期待に応じて、その時々において必要なレビューを実施すべきである。

　

7-3
レビュー方法についても多様化を図り、現行の監査事務所に赴いて行う直接方式のレビューだけで
なく、例えば、間接方式によるレビュー（品質管理の状況に関する質問書の回答の提出を受けてそ
の回答書をレビューする）等もレビューの範疇とすべきである。

　

７．レビュー手続・方法

レビュー手続・方法についてお伺いします。現状では、通常レビューは、原則として監査事務所の品質管理を１週間、選定し
た個別の監査業務の品質管理を１業務につき１週間で実施しています。なお、SMOにおいては、監査事務所を単位又は業務執
行社員等の個人を単位として、そのいずれかに対してレビューを実施することが義務づけられています。設問それぞれについ
て、ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入ください。

a 全くそう思う  b どちらかと言えばそう思う  c どちらかと言えばそう思わない  d 全くそう思わない

設問3-4で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。
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5−1 

H28（2016） 

レビューが社会からの期待に応えるためには、通常レビューの対象業務をさらに拡大し、

公認会計士法第２条第１項で規定する財務書類の監査又は証明の業務（具体的には、法定

監査関係書類等提出規則に基づき監査概要書の写し又は監査実施報告書の提出が義務付

けられている監査業務）とし、当該監査業務を行う監査事務所全ての通常レビューを必須

とすべきである。 

H24（2012） 

レビューが社会からの期待に応えるためには、レビューの対象業務を拡大し、公認会計士

法第２条第１項で規定する財務書類の監査又は証明の業務（具体的には、法定監査関係書

類等提出規則に基づき監査概要書の写し又は監査実施報告書の提出が義務付けられてい

る監査業務）とし、当該監査業務を行う監査事務所すべてをレビューの対象事務所とすべ

きである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 9 20 69 52 150 

 

6.00 13.33 46.00 34.67 100 

H24（2012） 8 33 58 49 148 

 

5.41 22.30 39.19 33.11 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）１件 
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5−2 
H28（2016）・

H24（2012） 

レビュー対象（監査事務所及び個別業務）を拡大する場合には、一律のレビューを行う

のではなく、レビューの実効性、効率性等の観点から、レビューの頻度、方法、手続等

について、複数の手法を検討すべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 40 89 13 8 150 

 

26.67 59.33 8.67 5.33 100 

H24（2012） 36 90 13 8 147 

 

24.49 61.22 8.84 5.44 100 

※無回答者数 H24（2012）２件、H28（2016）１件 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5−3 

H28（2016） 
社会的に影響の大きい上場会社の監査の品質管理が重要であり、通常レビュー対象の拡大

よりも上場会社監査事務所部会にリソースを注力したレビューを行うべきである。 

H24（2012） 
社会的に影響の大きい上場会社の監査の品質管理が重要であり、レビュー対象の拡大より

も現在の上場会社監査事務所部会にリソースを注力すべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 43 78 23 6 150 

 

28.67 52.00 15.33 4.00 100 

H24（2012） 42 68 30 7 147 

 

28.57 46.26 20.41 4.76 100 

※無回答者数 H24（2012）２件、H28（2016）１件 

   
 

５．に関するコメント数 35 
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６．レビュー頻度 

レビュー頻度についてお伺いします。現状では、原則として３年に一度（大手監査法人は２年に一度）の

頻度でレビュー（以下「通常レビュー」という。）を実施し、改善が必要な事項がある場合にはフォローアッ

プ・レビューを実施し、さらにフォローアップ・レビューにおいて改善が不十分な事項がある場合には再フ

ォローアップ・レビューを実施しています。また、改善が必要な事項の数や改善の状況に応じて、２年連続、

又は、フォローアップ・レビューの翌年にレビューを実施するなど、必要に応じてレビューの実施間隔を短

縮しています。さらに、会則第 139条第３項に基づき、会長からの指示があった場合には、通常レビュー又

は特別レビューを実施しています。なお、SMOにおいては、定期的（倫理規則上の大会社等監査事務所につ

いては最低３年に１回、それ以外の監査事務所については、最低６年に１回）にレビューを実施するサイク

ル・アプローチ、リスク（公益性の高いクライアントとの監査契約数、並びに監査事務所に対する過去の懲

戒処分及びレビュー結果等）を勘案してレビューを実施するリスク・アプローチ及びこれらのアプローチを

複合させた、複合アプローチのいずれかを適用することが義務づけられています。設問それぞれについて、

ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入ください。 

設問 3-3で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。 

 

6-1 

例えば、契約後短期間で監査意見を表明した場合、会社等にオピニオン・ショッピングの疑いが強

い場合、会社等に大型の不正が疑われる場合等には監査業務審査会が調査しています。これに加え

て、協会が速やかに実態把握や指導等を行う必要があると認識した監査事務所に対しては、監査意

見表明後、直ちにレビューを行うなど機動レビューが実施されますが、これは望ましい。 

6-2 

現状の制度では監査意見の表明後にレビューを実施しているが、オピニオン・ショッピングが疑わ

れる等、必要と認められた場合には、監査意見の表明前であっても何らかのレビューを行うべきで

ある。 

6-3 

上場会社その他利害関係者の多い会社等との監査契約を有する監査事務所と、利害関係者の多くな

い会社等との監査契約のみを有する監査事務所とではその社会的影響度が異なるから、社会的影響

度を考慮して、レビュー頻度・種類を変えるべきである。 

 

 

  

6-1

例えば、契約後短期間で監査意見を表明した場合、会社等にオピニオン・ショッピングの疑いが強
い場合、会社等に大型の不正が疑われる場合等には監査業務審査会が調査しています。これに加え
て、協会が速やかに実態把握や指導等を行う必要があると認識した監査事務所に対しては、監査意
見表明後、直ちにレビューを行うなど機動レビューが実施されますが、これは望ましい。

　

6-2
現状の制度では監査意見の表明後にレビューを実施しているが、オピニオン・ショッピングが疑わ
れる等、必要と認められた場合には、監査意見の表明前であっても何らかのレビューを行うべきで
ある。

　

6-3
上場会社その他利害関係者の多い会社等との監査契約を有する監査事務所と、利害関係者の多くな
い会社等との監査契約のみを有する監査事務所とではその社会的影響度が異なるから、社会的影響
度を考慮して、レビュー頻度・種類を変えるべきである。

　

a 全くそう思う  b どちらかと言えばそう思う  c どちらかと言えばそう思わない  d 全くそう思わない

６．レビュー頻度

レビュー頻度についてお伺いします。現状では、原則として３年に一度（大手監査法人は２年に一度）の頻度でレビュー（以
下「通常レビュー」という。）を実施し、改善が必要な事項がある場合にはフォローアップ・レビューを実施し、さらにフォ
ローアップ・レビューにおいて改善が不十分な事項がある場合には再フォローアップ・レビューを実施しています。また、改
善が必要な事項の数や改善の状況に応じて、２年連続、又は、フォローアップ・レビューの翌年にレビューを実施するなど、
必要に応じてレビューの実施間隔を短縮しています。さらに、会則第139条第３項に基づき、会長からの指示があった場合に
は、通常レビュー又は特別レビューを実施しています。なお、SMOにおいては、定期的（倫理規則上の大会社等監査事務所に
ついては最低３年に１回、それ以外の監査事務所については、最低６年に１回）にレビューを実施するサイクル・アプロー
チ、リスク（公益性の高いクライアントとの監査契約数、並びに監査事務所に対する過去の懲戒処分及びレビュー結果等）を
勘案してレビューを実施するリスク・アプローチ及びこれらのアプローチを複合させた、複合アプローチのいずれかを適用す
ることが義務づけられています。設問それぞれについて、ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入ください。

設問3-3で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。
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6−1 

H28（2016） 

例えば、契約後短期間で監査意見を表明した場合、会社等にオピニオン・ショッピングの

疑いが強い場合、会社等に大型の不正が疑われる場合等には監査業務審査会が調査してい

ます。これに加えて、協会が速やかに実態把握や指導等を行う必要があると認識した監査

事務所に対しては、監査意見表明後、直ちにレビューを行うなど機動レビューが実施され

ますが、これは望ましい。 

H24（2012） 

例えば、契約後短期間で監査意見を表明した場合、会社等にオピニオン・ショッピングの

疑いが強い場合、会社等に大型の不正が疑われる場合等、協会が速やかに実態把握や指導

等を行う必要があると認識した監査事務所に対しては、監査意見表明後、直ちにレビュー

を行うなど機動的なレビュー（以下、便宜的に「随時レビュー」という。）を実施すべき

である。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 66 74 6 3 149 

 

44.30 49.66 4.03 2.01 100 

H24（2012） 51 72 20 5 148 

 

34.46 48.65 13.51 3.38 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）２件 

 

   
  



 

- 51 - 

6−2 
H28（2016）・

H24（2012） 

現状の制度では監査意見の表明後にレビューを実施しているが、オピニオン・ショッピ

ングが疑われる等、必要と認められた場合には、監査意見の表明前であっても何らかの

レビューを行うべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 29 68 38 14 149 

 

19.46 45.64 25.50 9.40 100 

H24（2012） 20 53 52 23 148 

 

13.51 35.81 35.14 15.54 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）２件 
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6−3 

H28（2016） 

上場会社その他利害関係者の多い会社等との監査契約を有する監査事務所と、利害関係者

の多くない会社等との監査契約のみを有する監査事務所とではその社会的影響度が異な

るから、社会的影響度を考慮して、レビュー頻度・種類を変えるべきである。 

H24（2012） 

社会的影響度の観点から、上場会社その他利害関係者の多い会社等（例えば大規模な信用

金庫等）との監査契約を有する監査事務所と、利害関係者の多くない会社等との監査契約

のみを有する監査事務所については、レビュー頻度・種類を変えるべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 61 77 8 3 149 

 

40.94 51.68 5.37 2.01 100 

H24（2012） 57 76 9 6 148 

 

38.51 51.35 6.08 4.05 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）２件 

 

   
 

 

６．に関するコメント数 32 
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７．レビュー手続・方法 

レビュー手続・方法についてお伺いします。現状では、通常レビューは、原則として監査事務所の品質管

理を１週間、選定した個別の監査業務の品質管理を１業務につき１週間で実施しています。なお、SMOにお

いては、監査事務所を単位又は業務執行社員等の個人を単位として、そのいずれかに対してレビューを実施

することが義務づけられています。設問それぞれについて、ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入く

ださい。 

設問 3-4で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。 

 

7-1 
通常レビューについては、個別の監査業務よりも、むしろ監査事務所としての品質管理のシステム

の整備と運用に更に重点をおいたレビューを行うようにすべきである。 

7-2 

特別レビューを実施する場合、①通常レビューと同内容のレビュー、②監査事務所の品質管理のシ

ステムの整備・運用のレビュー、③特定の個別監査業務のレビュー、④特定の監査項目に対するレ

ビューなど、社会からの期待に応じて、その時々において必要なレビューを実施すべきである。 

7-3 

レビュー方法についても多様化を図り、現行の監査事務所に赴いて行う直接方式のレビューだけで

なく、例えば、間接方式によるレビュー（品質管理の状況に関する質問書の回答の提出を受けてそ

の回答書をレビューする）等もレビューの範疇とすべきである。 

 

 

7−1 

H28（2016） 
通常レビューについては、個別の監査業務よりも、むしろ監査事務所としての品質管理の

システムの整備と運用に更に重点をおいたレビューを行うようにすべきである。 

H24（2012） 
定期的なレビューについては、個別の監査業務よりも、むしろ監査事務所としての品質管

理のシステムの整備に更に重点をおいたレビューを行うようにすべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 6 52 83 9 150 

 

4.00 34.67 55.33 6.00 100 

H24（2012） 12 57 60 18 147 

 

8.16 38.78 40.82 12.24 100 

※無回答者数 H24（2012）２件、H28（2016）１件 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1
通常レビューについては、個別の監査業務よりも、むしろ監査事務所としての品質管理のシステム
の整備と運用に更に重点をおいたレビューを行うようにすべきである。 　

7-2
特別レビューを実施する場合、①通常レビューと同内容のレビュー、②監査事務所の品質管理のシ
ステムの整備・運用のレビュー、③特定の個別監査業務のレビュー、④特定の監査項目に対するレ
ビューなど、社会からの期待に応じて、その時々において必要なレビューを実施すべきである。

　

7-3
レビュー方法についても多様化を図り、現行の監査事務所に赴いて行う直接方式のレビューだけで
なく、例えば、間接方式によるレビュー（品質管理の状況に関する質問書の回答の提出を受けてそ
の回答書をレビューする）等もレビューの範疇とすべきである。

　

７．レビュー手続・方法

レビュー手続・方法についてお伺いします。現状では、通常レビューは、原則として監査事務所の品質管理を１週間、選定し
た個別の監査業務の品質管理を１業務につき１週間で実施しています。なお、SMOにおいては、監査事務所を単位又は業務執
行社員等の個人を単位として、そのいずれかに対してレビューを実施することが義務づけられています。設問それぞれについ
て、ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入ください。

a 全くそう思う  b どちらかと言えばそう思う  c どちらかと言えばそう思わない  d 全くそう思わない

設問3-4で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。
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7−2 

H28（2016） 

特別レビューを実施する場合、①通常レビューと同内容のレビュー、②監査事務所の品質

管理のシステムの整備・運用のレビュー、③特定の個別監査業務のレビュー、④特定の監

査項目に対するレビューなど、社会からの期待に応じて、その時々において必要なレビュ

ーを実施すべきである。 

H24（2012） 

随時レビューを実施する場合、①定期的なレビューと同内容のレビュー、②監査事務所の

品質管理のシステムの整備のレビュー、③特定の個別監査業務のレビュー、④特定の監査

項目に対するレビューなど、社会からの期待に応じて、その時々において必要なレビュー

を実施すべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 35 99 12 4 150 

 

23.33 66.00 8.00 2.67 100 

H24（2012） 26 101 16 5 148 

 

17.57 68.24 10.81 3.38 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）１件 
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7−3 

H28（2016） 

レビュー方法についても多様化を図り、現行の監査事務所に赴いて行う直接方式のレビュ

ーだけでなく、例えば、間接方式によるレビュー（品質管理の状況に関する質問書の回答

の提出を受けてその回答書をレビューする）等もレビューの範疇とすべきである。 

H24（2012） 

レビュー方法についても多様化を図るべきである。現行の監査事務所に赴いて行う直接方

式のレビューだけでなく、例えば、間接方式によるレビュー（品質管理の状況に関する質

問書の回答の提出を受けてその回答書をレビューする）等もレビューの範疇とすべきであ

る。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 36 86 23 5 150 

 

24.00 57.33 15.33 3.33 100 

H24（2012） 28 87 28 5 148 

 

18.92 58.78 18.92 3.38 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）１件 

 

 
 

 

７．に関するコメント数 32 
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８．レビュー結果の公表のあり方（上場会社監査事務所部会） 

上場会社監査事務所部会におけるレビュー結果の公表のあり方についてお伺いします。現状では、レビュ

ー報告書は「限定事項のない結論」、「限定事項付き結論」、「否定的結論」及び「結論の不表明」の４種類が

あり、通常、改善勧告書が同時に交付されます。この改善勧告書の指摘事項の改善状況を、翌年度のフォロ

ーアップ・レビューで確認します。フォローアップ・レビューで改善の状況が不十分である場合、通常「注

意措置」となります。当該不十分事項が、前年度レビューで限定事項に該当するものであった場合には、品

質管理の状況等に相当な疑念が生じることになるため、「上場会社監査事務所名簿」及び「準登録事務所名簿」

上、「品質管理レビューによる限定事項等の概要の開示」が行われることになります。設問それぞれについて、

ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入ください。 

（ご参考）現状の措置の内容と開示の有無 

「注意措置」：会長名で「注意」の文書が出されます。 

「厳重注意措置」：会長名で「厳重注意」の文書が出されます。 

「辞退勧告措置」：会長名で監査事務所が実施する監査業務の辞退勧告が行われます。 

厳重注意措置又は辞退勧告措置が行われた場合、上場会社監査事務所名簿等で次の措置が取られます。 

「厳重注意措置」：「品質管理の状況のレビューによる限定事項等の概要の開示」(協会のウェブサイトにお

いて開示) 

「辞退勧告措置」：「上場会社監査事務所名簿への登録の取消し並びにその旨及びその理由の開示又は準登

録事務所名簿への登録の取消し」（協会のウェブサイトにおいて開示） 

問 3-5で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。 

 

8-1 
より一層の開示の充実を図るべきであり、４種類のレビューの結論及び３種類の措置のいずれも名

簿上開示すべきである。 

8-2 
レビューの結論を全て開示するのではなく、注意措置を含めた「措置あり」となった場合に措置及

びレビューの結論の概要を名簿上に開示すべきである。 

 

 

  

7-1
通常レビューについては、個別の監査業務よりも、むしろ監査事務所としての品質管理のシステム
の整備と運用に更に重点をおいたレビューを行うようにすべきである。 　

7-2
特別レビューを実施する場合、①通常レビューと同内容のレビュー、②監査事務所の品質管理のシ
ステムの整備・運用のレビュー、③特定の個別監査業務のレビュー、④特定の監査項目に対するレ
ビューなど、社会からの期待に応じて、その時々において必要なレビューを実施すべきである。

　

7-3
レビュー方法についても多様化を図り、現行の監査事務所に赴いて行う直接方式のレビューだけで
なく、例えば、間接方式によるレビュー（品質管理の状況に関する質問書の回答の提出を受けてそ
の回答書をレビューする）等もレビューの範疇とすべきである。

　

７．レビュー手続・方法

レビュー手続・方法についてお伺いします。現状では、通常レビューは、原則として監査事務所の品質管理を１週間、選定し
た個別の監査業務の品質管理を１業務につき１週間で実施しています。なお、SMOにおいては、監査事務所を単位又は業務執
行社員等の個人を単位として、そのいずれかに対してレビューを実施することが義務づけられています。設問それぞれについ
て、ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入ください。

a 全くそう思う  b どちらかと言えばそう思う  c どちらかと言えばそう思わない  d 全くそう思わない

設問3-4で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。
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8−1 

H28（2016） 
より一層の開示の充実を図るべきであり、４種類のレビューの結論及び３種類の措置のい

ずれも名簿上開示すべきである。 

H24（2012） 
より一層の開示の充実を図るべきであり、４種類のレビューの結論及び４種類の措置のい

ずれも名簿上開示すべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 11 38 66 34 149 

 

7.38 25.50 44.30 22.82 100 

H24（2012） 8 22 72 45 147 

 

5.44 14.97 48.98 30.61 100 

※無回答者数 H24（2012）２件、H28（2016）２件 
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8−2 

H28（2016） 
レビューの結論を全て開示するのではなく、注意措置を含めた「措置あり」となった場合

に措置及びレビューの結論の概要を名簿上に開示すべきである。 

H24（2012） 
レビューの結論をすべて開示するのではなく、一号措置、二号措置を含めた「措置あり」

となった場合に措置及びレビューの結論の概要を名簿上に開示すべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 17 75 45 13 150 

 

11.33 50.00 30.00 8.67 100 

H24（2012） 5 61 48 34 148 

 

3.38 41.22 32.43 22.97 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）１件 

 

   
 

 

８．に関するコメント数 23 
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９．レビュー結果による措置の内容 

レビュー結果による措置等についてお伺いします。現状では、通常レビューによる措置（会則第 123条第

２項二号）は、「一 注意、二 厳重注意、三 監査事務所が実施する監査業務の辞退勧告」（品質管理委員会規

則第８条の２）であり、かかる措置が行われた場合には、上場会社監査事務所部会における登録上の措置は、

「一 品質管理の状況のレビューによる限定事項等の概要の開示」、「二 上場会社監査事務所名簿への登録

の取消し並びにその旨及びその理由の開示又は準登録事務所名簿への登録の取消し」（会則第 131条第２項）

です。設問それぞれについて、ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入ください。 

設問 3-6で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。 

 

9-1 
レビュー結果による通常レビューの結論と措置の関係は、上場会社監査事務所部会名簿利用者が容

易に理解可能となっている。 

9-2 
レビュー結果による措置は、現在「注意措置」から「辞退勧告措置」までの３種類に整理されたが、

さらに実効性のあるものになるようその種類や内容の見直しを図るべきである。 

9-3 

通常レビューによる措置を受けた上場会社監査事務所名簿への登録上の措置は、監査事務所の品質

管理の状況に応じて、上場会社監査事務所名簿等に厳重注意・勧告の概要を「開示」又は名簿から

の「抹消」を行うものであり、措置として十分である。 

 

9−1 

H28（2016） 
レビュー結果による通常レビューの結論と措置の関係は、上場会社監査事務所部会名簿利

用者が容易に理解可能となっている。 

H24（2012） 
レビュー結果によるレビューの結論と措置の関係は、名簿利用者が容易に理解できるよう

明瞭な方法とすべきである。 

調査年 a 全くそう思う 

b どちらかと言えば

そう思う 

c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 9 82 47 12 150 

 

6.00 54.67 31.33 8.00 100 

H24（2012） 33 77 29 9 148 

 

22.30 52.03 19.59 6.08 100 

※無回答者数 H24（2012）１件、H28（2016）１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9-1
レビュー結果による通常レビューの結論と措置の関係は、上場会社監査事務所部会名簿利用者が容
易に理解可能となっている。 　

9-2
レビュー結果による措置は、現在「注意措置」から「辞退勧告措置」までの３種類に整理された
が、さらに実効性のあるものになるようその種類や内容の見直しを図るべきである。 　

9-3
通常レビューによる措置を受けた上場会社監査事務所名簿への登録上の措置は、監査事務所の品質
管理の状況に応じて、上場会社監査事務所名簿等に厳重注意・勧告の概要を「開示」又は名簿から
の「抹消」を行うものであり、措置として十分である。

　

９．レビュー結果による措置の内容

レビュー結果による措置等についてお伺いします。現状では、通常レビューによる措置（会則第123条第２項二号）は、「一
注意、二 厳重注意、三 監査事務所が実施する監査業務の辞退勧告」（品質管理委員会規則第８条の２）であり、かかる措置
が行われた場合には、上場会社監査事務所部会における登録上の措置は、「一　品質管理の状況のレビューによる限定事項等
の概要の開示」、「二　上場会社監査事務所名簿への登録の取消し並びにその旨及びその理由の開示又は準登録事務所名簿へ
の登録の取消し」（会則第131条第２項）です。設問それぞれについて、ａ～dのうち一つを選択し、回答欄にご記入くださ
い。

設問3-6で「ｃ」又は「ｄ」を選択された場合にもご回答をお願いいたします。

a 全くそう思う  b どちらかと言えばそう思う  c どちらかと言えばそう思わない  d 全くそう思わない
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9−2 

H28（2016） 

レビュー結果による措置は、現在「注意措置」から「辞退勧告措置」までの３種類に整

理されたが、さらに実効性のあるものになるようその種類や内容の見直しを図るべきであ

る。 

H24（2012） 
レビュー結果による措置は、現在「一号措置」から「四号措置」までの４種類があるが、

より実効性のあるものになるようその種類や内容の見直しを図るべきである。 

調査年 a 全くそう思う 
b どちらかと言えば

そう思う 
c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 4 42 91 13 150 

 

2.67 28.00 60.67 8.67 100 

H24（2012） 6 52 69 20 147 

 

4.08 35.37 46.94 13.61 100 

※無回答者数 H24（2012）２件、H28（2016）１件 
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9−3 
H28（2016） 

通常レビューによる措置を受けた上場会社監査事務所名簿への登録上の措置は、監査事務

所の品質管理の状況に応じて、上場会社監査事務所名簿等に厳重注意・勧告の概要を「開

示」又は名簿からの「抹消」を行うものであり、措置として十分である。 

H24（2012） （設問なし） 

調査年 a 全くそう思う 

b どちらかと言えば

そう思う 

c どちらかと言えば

そう思わない d 全くそう思わない 

合計 
(上段：件数 

 下段： ％ ) 

H28（2016） 22 109 14 5 150 

 

14.67 72.67 9.33 3.33 100 

H24（2012） - - - - - 

 

- - - - - 

※無回答者数 H28（2016）１件 

 

   
 

 

９．に関するコメント数 20 

 

 

 

 

10．上記以外のご意見等 

上記以外にご意見等がございましたら、下記にその具体的な内容をご記入ください。 

 

 

10．に関するコメント数 36 

 

 

以  上  

 


